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〔
論
　
　
説
〕寺

院
借
金
銀
の
歴
史
と
寺
法

 
―
　

日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
（
五
）
―
　

小
　
島
　
信
　
泰 

著

（
目　

次
）

は
じ
め
に

第
一
章　
「
序
説
」
の
概
要
と
借
金
銀
寺
法
研
究
の
展
望

　

第
一
節　
「
序
説
」
の
概
要

　
　
　

（
一
） 

前
史

　
　
　

（
二
） 

近
世

　

第
二
節　

借
金
銀
寺
法
研
究
の
展
望

第
二
章　

借
金
銀
寺
法
の
予
備
的
考
察
―
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
に
見
る
寺
法
―

　

第
一
節　
「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」

　

第
二
節　
「
本
山
本
寺
よ
り
特
定
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」

　

第
三
節　
「
僧
録
触
頭
よ
り
特
定
寺
院
に
下
し
た
る
も
の
」

　

第
四
節　
「
僧
録
触
頭
よ
り
一
般
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」

お
わ
り
に

【
凡　

例
】

一
、
史
料
の
引
用
に
お
い
て
は
、
旧
字
体
を
現
行
の
字
体
に
替
え
た
。
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は
じ
め
に

一　
筆
者
は
、
法
史
学
の
研
究
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
解
明
が
遅
れ
て
い
る
近
世
の
寺
法
に
つ
い
て
一
貫
し
て
調
べ
て
き
た
。
こ
れ
ま

で
の
主
要
な
研
究
成
果
は
拙
著
『
近
世
浅
草
寺
の
寺
法
と
構
造
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
。
二
〇
二
〇
年
よ
り
講
談
社
。
以
下
、『
拙

著 

二
〇
〇
八
』）
に
ま
と
め
て
世
に
問
う
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
寺
法
の
研
究
は
、
法
史
学
の
研
究
分
野
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
現
状
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
近
世
史
の
研
究
者
の
間
で
は
よ
う
や
く
近
世
寺
法
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
考
が
発
表

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た（

１
）。
筆
者
は
、
右
の
拙
著
で
こ
れ
か
ら
の
寺
法
の
研
究
計
画
に
つ
い
て
粗
方
述
べ
て
お
い
た
が
、
そ
の
後
、
こ

の
計
画
を
実
際
に
形
に
す
べ
く
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
立
て
て
拙
稿
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
拙
著
以
降
に
探
し
得
た
史
料
が

少
し
ず
つ
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
研
究
時
間
に
限
り
が
み
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ま
だ
準
備
不
足
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
自
転
車
操
業
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
体
系
的
研
究
に
向
け
て
の
一
階
梯
と
し
て
、
当
時
の
寺
院
・
僧
侶

の
間
で
深
刻
な
問
題
に
発
展
し
て
い
た
借
金
銀
の
問
題
に
注
目
し（

２
）、
そ
の
研
究
に
向
け
た
「
序
説
」
と
し
て
「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
研

究
序
説
」（
以
下
、「
序
説
」（

３
））
の
執
筆
に
踏
み
切
っ
た
。

二　
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
年
来
の
中
心
課
題
で
あ
る
浅
草
寺
の
寺
法
と
構
造
に
関
す
る
個
々
の
論
考
を
発
表

す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
寺
法
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
浅
草
寺
に
限
っ
て
も
ま
だ
仮
説
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い（

４
）。
し
か
も
、「
序
説
」

で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
史
・
国
制
史
の
視
角
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
か
ら（

５
）、
一
層
寺
法
研
究
の
歩
み
が
遅
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
寺
法
に
つ
い
て
も
、『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
第
十
二
章
「
借
金
銀
寺
法
」
で
そ
の
概
要
を
述
べ
た
に
過

一
、
史
料
の
引
用
に
お
い
て
は
、（　

）
で
年
号
を
補
っ
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
引
用
し
た
史
料
の
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
数
に
不
統
一
な
箇
所
が
あ
る
の
で
、
修
正
し
て
統
一
し
た
。

一
、
引
用
し
た
史
料
の
句
読
点
に
不
統
一
な
箇
所
が
あ
る
の
で
、
修
正
し
て
統
一
し
た
。

 85



―　　―3

寺院借金銀の歴史と寺法

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
問
題
は
、
単
に
寺
院
・
僧
侶
の
存
続
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
幕
府
の
宗

教
政
策
の
根
幹
を
揺
る
が
す
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
幕
府
が
法
度
に
よ
る
統
制
に
乗
り
出
し（

６
）、

こ
れ
を
受
け
て
各
宗
派
・
寺
院
も
寺

法
の
制
定
に
よ
っ
て
対
処
し
た
こ
と
か
ら
、
寺
法
研
究
に
お
い
て
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
前
述
の
「
序
説
」
を
公
に
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
そ
れ
に
続
く
「
本
論
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
論
考
と
し
て
準
備
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、「
本
論
」
は
「
総
論
」
と
「
各
論
」

に
分
け
て
執
筆
し
よ
う
と
考
え
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
い
く
つ
か
の
論
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
本
稿

は
、
こ
の
「
本
論
」
の
「
総
論
」
部
分
の
冒
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
は
じ
め
に
「
序
論
」
で
論
じ
た
内
容
を
整
理
し
た
上

で
必
要
な
言
葉
を
補
っ
て
か
ら
、「
序
論
」
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
宗
派
・
寺
院
の
借
金
銀
寺
法
の
前
提
を
成
す
主

要
な
寺
法
紹
介
を
文
部
省
宗
教
局
編
『
宗
教
制
度
調
査
資
料（

７
）』

に
依
拠
し
て
行
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
特
定
の
宗
派
・
寺
院

を
越
え
た
当
時
の
寺
法
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　
「
総
論
」
の
続
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
宗
派
・
寺
院
に
認
め
ら
れ
た
寺
法
制
定
権
の
成
り
立
ち
を
、
近
世
国
家
の
権
力
構
造
を
政
治

史
的
観
点
か
ら
探
究
し
、
次
に
寺
院
の
法
的
性
質
を
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
て
考
察
す
る
。
続
く
「
各
論
」
に
お
い
て
は
、

ま
ず
各
宗
派
・
寺
院
の
借
金
銀
寺
法
の
実
態
解
明
を
可
能
な
限
り
行
い
、
次
に
寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
に
関
す
る
裁
判
事
例
を
調
べ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
結
論
」
と
し
て
借
金
銀
の
問
題
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
の
国
家
・
法
・
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
、

筆
者
は
構
想
し
て
い
る
。

　

以
上
の
研
究
を
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
法
史
学
の
観
点
か
ら
、
借
金
銀
寺
法
に
続
い
て
寺
院
住
職
の
任
免
権
や
僧
侶
処
罰
、

近
世
に
お
け
る
宗
派
・
寺
院
の
存
在
意
義
や
世
俗
の
庶
民
た
ち
と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
寺
院
・
僧
侶
の
生
成
過

程
や
今
後
の
日
本
社
会
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
こ
う
と
思
う
が
、
筆
者
の
能
力
を
考
え
る
と
「
日
暮
れ
て
道
遠
し
」
と

い
っ
た
状
態
な
の
で
、
今
後
、
近
世
寺
法
へ
の
関
心
を
持
た
れ
る
研
究
者
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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（
１
）
戦
後
の
法
史
学
に
お
け
る
近
世
寺
法
に
関
連
し
た
研
究
と
し
て
は
、
林
董
一
「
曼
荼
羅
寺
定
式
に
つ
い
て
―
近
世
寺
法
の
一
例
―
」（『
郷
土
文

化
』
第
一
三
巻
第
三
号
、
名
古
屋
郷
土
文
化
会
、
一
九
五
八
年
）、
石
井
良
助
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
社
お
よ
び
寺
院
の
法
人
格
」（『
国
家
学
会
雑

誌
』
第
八
九
巻
第
七
・
八
号
、
第
九
・
一
〇
号
、
一
九
七
六
年
。
同
著
『
日
本
団
体
法
史
』〔
法
制
史
論
集 

第
三
巻
〕
創
文
社
、
一
九
七
八
年
所
収
）、

布
施
彌
平
治
「
御
朱
印
地
考
―
山
形
市
山
寺
所
在
の
立
石
寺
を
中
心
と
し
て
―
」（
牧
健
二
博
士
米
寿
記
念
日
本
法
制
史
論
集
刊
行
会
編
『
牧
健
二
博

士
米
寿
記
念 

日
本
法
制
史
論
集
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
今
世
紀
に
入
っ
て
の
近
世
史
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、
吉
田
昌

彦
「
近
世
「
寺
法
」
に
関
す
る
一
考
察
」（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
四
六
号
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設 

記
録
資
料
館 

九
州
文
化
史
資
料

部
門
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
近
世
寺
法
に
関
す
る
素
描
―
「
王
権
論
」
の
立
場
か
ら
―
」（
同
第
六
〇
号
、
同
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
借
金
銀
を
め
ぐ
る
、
当
時
の
寺
院
・
僧
侶
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要
に
過
ぎ
な
い
が
、『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
第
十
二
章
「
借
金
銀
寺
法
」

で
論
じ
た
。

（
３
）『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
二
一
年
。「
序
説
」
の
目
次
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第
一
章　

前
史
：
仏
典
と
前
近
世
日
本
の
僧
侶
と
寺
法

　

第
一
節　

仏
典
に
説
か
れ
た
僧
侶
と
戒
律

　

第
二
節　

前
近
世
日
本
の
僧
侶
と
寺
法

　
　
　

（
一
）
古
代

　
　
　

（
二
）
中
世

第
二
章　

近
世
に
お
け
る
寺
院
の
借
金
銀
に
関
す
る
法
令

　

第
一
節　
「
幕
府
寺
院
関
係
法
」

　

第
二
節　
「
宗
派
寺
法
」
と
「
個
別
寺
法
」

お
わ
り
に

（
４
）『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
第
五
章
「
浅
草
寺
の
寺
法
体
系
試
案
」、
参
照
。

（
５
）
拙
稿
「
近
世
寺
院
法
研
究
の
論
点
と
意
義
（
一
）
―
中
世
寺
院
法
お
よ
び
近
世
国
制
史
の
研
究
を
通
し
て
―
」『
創
価
法
学
』
第
三
二
巻
第
一
・
二

合
併
号
（
創
価
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
参
照
。

（
６
）
寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
に
関
す
る
幕
府
の
法
令
に
つ
い
て
は
「
序
説
」
で
論
じ
た
が
、
別
稿
で
補
足
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
７
）『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
の
編
纂
背
景
と
史
料
価
値
に
つ
い
て
は
、「
序
説
」
で
も
註
記
し
た
が
、『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
第
五
章
「
浅
草
寺
の
寺
法
体

系
試
案
」
第
一
節
の
註
11
で
述
べ
た
。
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第
一
章 

「
序
説
」
の
概
要
と
借
金
銀
寺
法
研
究
の
展
望

第
一
節
　「
序
説
」
の
概
要

（
一
）
前
史

　
「
序
説
」
で
は
、
ま
ず
前
史
と
し
て
、
仏
典
に
説
か
れ
た
寺
院
・
僧
侶
と
財
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。「
仏
教
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦

悩
は
人
の
執
着
心
（
欲
望
の
根
源
）
か
ら
生
ま
れ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
平
安
な
る
境
涯
に
至
る
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
」
こ
と
や
「
釈
迦
が
生
き
た
時
代
の
イ
ン
ド
は
複
数
の
「
国
」
が
覇
を
競
い
合
う
歴
史
段
階
に
す
で
に
達
し
て
お
り
、
各

国
内
で
は
商
業
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
」
い
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
在
家
者
の
間
で
は
す
で
に
「
借
金
が
横
行
し
、
返

済
が
滞
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
」
を
確
認
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
商
業
・
流
通
経
済
の
発
達
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
が
、「
出
家
し
て
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
僧
団
（
サ
ン
ガ
）
で
生
活
す
る

僧
侶
は
在
家
信
者
の
供
養
に
よ
っ
て
生
を
保
っ
て
い
た
の
で
、
一
般
に
は
借
金
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
が
、
原
始
仏
典

を
繙
く
と
、
そ
こ
で
は
財
物
に
囚
わ
れ
ず
、「
慎
ま
し
い
生
活
を
送
る
と
い
う
精
神
は
僧
侶
に
対
し
て
も
諭
さ
れ
て
い
た
も
の
と
読
み
込

む
こ
と
が
で
き
る
」
し
、
さ
ら
に
平
川
彰
氏
が
「『
パ
ー
リ
律
』
に
お
い
て
は
比
丘
が
金
・
銀
を
受
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
銀

と
は
貨
幣
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
た（

８
）。

　
「
序
説
」
で
は
次
に
、
日
本
の
古
代
・
中
世
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
と
財
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
古
代
の
律
令
法
で
は
「
僧

尼
令
」
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
第
一
二
条
を
辻
善
之
助
氏
が
、「
こ
の
箇
条
は
、
僧
尼
が
家
財
を
畜
へ
、
生
産
を
事
と
す
る
の
禁
を

規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
僧
尼
は
私
に
園
宅
財
物
を
畜
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
但
し
そ
の
普
通
に
用
ふ
る
所
の
も
の
、
身
の
ま
は
り
の
品

物
の
類
は
禁
ず
る
限
で
は
な
い
。
又
園
宅
財
物
を
安
く
買
ひ
て
高
く
売
り
、
又
之
を
借マ

マ

し
て
利
子
を
取
る
事
は
出
来
な
い
。
之
を
犯
す
者

は
そ
の
財
物
を
官
に
没
す
る
」
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
、
中
世
に
な
り
、
律
令
制
度
が
弛
緩
し
て
封
建
制
度
が
発
展
す
る
と
、
寺
院
も
寺
法
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を
独
自
に
制
定
し
て
、
庄
園
経
営
に
乗
り
出
し
経
済
的
な
自
立
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
平
泉
澄
氏
が
『
中

世
に
於
け
る
社
寺
と
社
会
と
の
関
係
』
に
お
い
て
、
僧
侶
が
商
業
活
動
に
手
を
染
め
、
様
々
な
商
売
や
金
融
活
動
を
行
っ
た
事
実
を
実
証

さ
れ
た
こ
と
や
黒
田
俊
雄
氏
が
編
纂
さ
れ
た
『
寺
院
法
』
に
収
録
さ
れ
た
各
寺
法
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
寺
院
・
僧
侶
が
や
が
て

質
入
れ
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
借
金
ま
で
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
禁
じ
る
寺
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ

た
こ
と
を
述
べ
た（

９
）。

（
二
）
近
世

　

近
世
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
考
え
る
、「
幕
府
寺
院
関
係
法
」・「
藩
寺
院
関
係
法）

11
（

」、「
宗
派
寺
法
」・「
個
別
寺
法
」
と
い
う
当
時
の
寺

院
関
係
法
令
の
体
系
を
「
序
説
」
で
説
明
し
た
。「
幕
府
寺
院
関
係
法
」
と
は
、
寺
院
に
宛
て
た
幕
府
法
で
あ
り
、「
序
論
」
で
は
ま
ず

幕
初
に
お
け
る
個
別
の
宗
派
や
寺
院
に
宛
て
た
法
度
で
あ
る
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
三
月
の
「
大
山
寺
法
度
」
お
よ
び
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）
七
月
の
「
真
言
宗
諸
法
度
」
に
よ
り）

11
（

、
幕
府
は
僧
侶
が
世
俗
的
な
事
柄
に
巻
き
込
ま
れ
、
公
事
沙
汰
を
起
こ
す
こ
と
を
警

戒
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
幕
府
は
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
に
各
宗
派
を
越
え
て
は
じ
め
て
統
一
的
な
法
度
で

あ
る
「
諸
宗
寺
院
法
度
」（「
諸
国
寺
院
御
掟
」）
を
制
定
し
、
そ
こ
で
は
寺
領
の
売
買
と
質
入
れ
を
禁
じ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の

後
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
、
俗
世
に
流
さ
れ
だ
し
た
寺
院
・
僧
侶
の
現
状
を
引
き
締
め
る
た
め
に
、
各
宗
派
に
働
き
掛
け
て
、
宗
派
・

寺
院
が
新
た
な
寺
法
を
定
め
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
四
月
の
「
増
上
寺
役
者
差
出
候
浄
土
宗
法

度
書
」
で
は
、
組
中
・
法
類
で
は
解
決
で
き
な
い
借
金
銀
は
す
ぐ
さ
ま
本
寺
に
訴
え
出
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
寺
院
・

僧
侶
の
借
金
銀
は
収
ま
ら
ず
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
四
月
の
幕
府
の
触
か
ら
は
、
寺
院
が
本
尊
す
ら
も
書
き
入
れ
、
ま
た
は
売
渡
証

文
を
作
っ
て
借
金
銀
を
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る）

11
（

。

　

次
に
、
こ
の
借
金
銀
問
題
が
出
入
に
発
展
し
た
場
合
の
幕
府
の
指
令
お
よ
び
具
体
的
な
借
金
銀
裁
判
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
『
寺
院

取
扱
御
下
知
留
』
の
二
九
号
に
依
拠
し
て
、
支
配
違
い
の
出
入
に
つ
い
て
は
寺
社
奉
行
初
判
の
評
定
公
事
と
な
っ
た
が
、
一
領
地
限
り
の
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出
入
や
宗
法
に
関
わ
る
出
入
は
本
寺
・
触
頭
が
吟
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た）

11
（

。
ま
た
、
寺
院
の
借
金
銀
出
入
の
内
容
に

関
わ
る
幕
府
の
指
令
に
つ
い
て
は
、『
寺
社
奉
行
指
令
纂
要
』
六
八
号
の
「
先
住
之
借
金
後
住
難
引
取
旨
申
立
候
儀
」、
一
二
二
号
の
「
先

住
之
借
金
後
住
江
引
取
候
儀
」
に
よ
る
と
、
前
者
で
は
、
寺
用
の
た
め
の
借
金
銀
に
お
い
て
は
証
人
を
糺
す
必
要
は
な
く
、
先
住
の
借
金

銀
を
後
住
が
引
き
受
け
な
い
の
が
真
言
宗
の
掟
で
あ
る
が）

11
（

、
他
宗
と
の
出
入
に
及
ん
だ
場
合
は
一
宗
派
の
掟
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
後
住
へ
済
方
を
申
し
付
け
る
と
の
指
令
を
幕
府
は
し
て
お
り
、
後
者
で
は
、
寺
印
を
用
い
て
の
借
金
は
、
借
金
を
し
た
当
人
の

僧
侶
が
た
と
え
仕
置
を
受
け
た
と
し
て
も
、
後
住
へ
済
方
を
申
し
付
け
る
の
が
筋
で
あ
る
と
幕
府
は
指
令
し
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
同
じ

寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
で
あ
っ
て
も
、
出
入
に
な
っ
た
場
合
、
借
金
を
め
ぐ
る
諸
般
の
事
情
や
宗
派
の
違
い
に
よ
っ
て
幕
府
の
指
令
が
異

な
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
に
よ
る
寺
院
の
借
金
銀
に
対
す
る
法
令
が
時
代
と
共
に
明
確
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
や
借
金
銀
出
入
に
対
す
る

幕
府
の
指
令
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
金
公
事
改
革
に
お
い
て
は
、
寺
院
に
関
し
て
も
、
各
宗
派
の
寺
法
の

違
い
に
関
わ
ら
ず
吟
味
を
加
え
、
事
実
次
第
で
は
幕
府
の
奉
行
所
が
裁
許
を
申
し
付
け
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
「
序
説
」
で
は
明

ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
寺
院
の
借
金
銀
出
入
に
対
す
る
幕
府
の
方
針
が
最
終
的
に
確
定
し
た
と
思
わ
れ
、
宗
派
・
寺
院
の
自
律
的

な
裁
判
権
行
使
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
記
述
は
、
個
々
の
法
令
や
事
例
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
、
幕
府
に
よ
る
寺
院
・
僧
侶
の
借
金
銀
に
対
す
る
法
令
の
変
化
の

概
略
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
序
説
」
で
は
、
か
つ
て
司
法
省
調
査
課
が
編
集
し
た
『
徳
川
時
代
民
事
慣
例
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
寺

院
・
僧
侶
が
行
っ
た
借
金
銀
の
出
入
に
関
す
る
幕
府
の
具
体
的
な
裁
判
例
に
つ
い
て
も
、
紙
幅
の
関
係
で
そ
の
件
名
だ
け
で
あ
る
が
、
紹

介
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
研
究
の
「
各
論
」
の
課
題
と
す
る）

11
（

。
さ
ら
に
「
序
説
」

で
は
、
本
稿
か
ら
始
ま
る
「
本
論
」
へ
の
助
走
と
し
て
、
筆
者
の
構
想
す
る
江
戸
時
代
の
寺
法
を
宗
門
側
が
制
定
し
た
「
宗
派
寺
法
」
と

「
個
別
寺
法
」
の
視
点
か
ら
も
説
明
を
加
え
た）

11
（

。
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以
上
、「
序
説
」
で
述
べ
た
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
幕
府
の
法
令
や
宗
門
側
の
寺
法
な
ど
を
概
観
し
て
か
ら
、
筆
者
が
考
え
る
日
本
近
世

の
借
金
銀
寺
法
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
後
の
体
系
的
な
研
究
の
た
め
の
見
取
り
図
を
示
す
こ
と
は
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
　
借
金
銀
寺
法
研
究
の
展
望

　

筆
者
は
、『
浅
草
寺
日
記
』
の
解
読
を
中
心
と
し
て
、『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
に
お
い
て
浅
草
寺
の
寺
法
の
体
系
に
つ
い
て
考
察
を
は
じ

め
た
。
浅
草
寺
は
上
野
の
東
叡
山
寛
永
寺
が
創
建
さ
れ
る
ま
で
幕
府
の
祈
願
寺
で
あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
時
の
将
軍
の
御
成
も
あ

り
、
寺
院
内
に
東
照
宮
が
置
か
れ
る
な
ど
し
て
、
幕
府
と
特
別
な
関
係
を
有
し
た
寺
院
で
は
あ
る
が
、
禄
高
五
百
石
の
一
寺
院
で
あ
っ

て
、
や
が
て
別
当
も
寛
永
寺
の
別
当
が
兼
務
す
る
よ
う
に
な
り
、
毎
年
、
上
納
金
を
寛
永
寺
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
一
山
内
の
子
院
は
地
借
の
者
を
置
い
た
り
、
借
金
銀
に
よ
っ
て
寺
院
運
営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
状
態
に
置
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
い
歴
史
と
格
式
が
あ
っ
た
か
ら
か
、
多
く
は
慣
習
法
の
形
を
取
っ
て
い
た
も
の

の
、
寺
院
内
に
は
様
々
な
寺
法
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
一
山
の
組
織
や
僧
侶
の
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
浅
草
寺
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
以
外
に
も
寺
領
や
門
前
の
領
民
に
関
す
る
問
題
な
ど
明
ら
か
に
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
研
究
は

他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
本
研
究
に
お
い
て
は
浅
草
寺
に
限
ら
ず
、
広
く
当
時
の
借
金
銀
寺
法
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

商
業
活
動
が
活
発
に
な
り
、
流
通
経
済
が
進
ん
だ
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
お
い
て
は
、
寺
院
・
僧
侶
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
身
分
に
お
い

て
借
金
銀
は
頻
繁
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寺
院
は
、
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
民
衆
掌
握
の
役
割
を
幕
府
か
ら
任
さ
れ
た
こ
と
や
将

軍
の
権
威
を
宗
教
的
に
支
え
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
経
済
的
に
も
身
分
的
に
も
幕
府
か
ら
手
厚
い
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
結
果
、
祠
堂
金
や
潤
沢
な
寺
院
財
産
を
元
手
に
金
銀
を
武
士
や
庶
民
に
貸
し
出
し
、
い
わ
ば
当
時
の
金
融
機
関
の
役
割
を
果
た
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す
寺
院
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
布
教
活
動
や
新
寺
建
立
な
ど
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
本
来
の
活
動
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
や
が
て
世
俗
に
流
さ
れ
る
寺
院
・
僧
侶
が
増
え
て
い
き
、
寺
院
・
僧
侶
自
身
が
借
金
銀
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
序
説
」
で
紹
介
し
た
よ
う
な
幕
府
法
令
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
寺
院
・
僧
侶
の
世
俗
化
が
深
ま
り
、
や
が

て
他
の
宗
教
者
や
儒
教
勢
力
、
は
た
ま
た
民
衆
か
ら
も
そ
の
存
在
や
生
活
ぶ
り
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
、
遂
に
は
い
わ
ゆ
る
廃
仏
論
が

展
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
当
時
の
寺
院
・
僧
侶
の
在
り
方
は
、
辻
善
之
助
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
代
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
寺
院
は
、
将
軍
の
御
威
光
に
触
れ
ぬ
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
檀
家
制
度
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

幕
府
の
民
衆
統
治
の
一
翼
を
担
い
、
寺
内
に
あ
っ
て
は
僧
侶
を
支
配
す
る
た
め
に
寺
法
を
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は

宗
派
の
法
義
に
か
か
わ
る
事
件
の
裁
判
権
を
、
様
々
な
制
約
下
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
天
皇
・
公
家
と
同
様
に
一
定
の
自
律
的
権
力
を
幕
府
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
、
江
戸
時
代
の
国
制
の
在
り
方
を

考
え
る
上
で
も
そ
の
地
位
と
役
割
を
詳
し
く
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
借
金
銀
寺
法
に
抵

触
し
た
場
合
は
宗
派
・
寺
院
内
部
で
取
り
捌
く
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
、
世
俗
の
者
と
の
出
入
に
発
展
し
た
事
件
は
幕
府
が
取
り
上

げ
た
こ
と
、
と
い
っ
た
両
面
か
ら
の
裁
判
事
例
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
国
家
と
仏
教
勢
力
と
の
司
法
上
の
関
係
と
い
う
視
点
か

ら
当
時
の
国
制
の
在
り
方
や
法
体
系
を
探
る
場
合
に
お
い
て
、
借
金
銀
寺
法
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
出
入
の
実
態
解
明
が
大
き
く
寄
与
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

（
８
）
以
上
、「
序
説
」
第
一
章
第
一
節
「
仏
典
に
説
か
れ
た
僧
侶
と
戒
律
」。

（
９
）
以
上
、「
序
説
」
第
一
章
第
二
節
「
前
近
世
日
本
の
僧
侶
と
寺
法
」。

（
11
）
こ
れ
ま
で
「
領
主
寺
院
関
係
法
」
と
名
付
け
て
き
た
が
、「
領
主
寺
院
関
係
法
」
で
は
意
味
す
る
権
力
主
体
が
曖
昧
に
な
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は

「
藩
寺
院
関
係
法
」
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
註
11
、
参
照
。

（
11
）
文
部
省
宗
教
局
編
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
六
巻
（
明
治
百
年
史
叢
書
第
二
六
一
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
七
年
）「
江
戸
時
代
宗
教
法
令
集
」
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第
二
章　

借
金
銀
寺
法
の
予
備
的
考
察

―
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
に
見
る
寺
法

―

　
「
序
説
」
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
宗
派
を
越
え
た
中
世
の
寺
法
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
編
の
大
部
の
『
寺
院
法
』
が
す
で
に
出
版
さ

れ
て
い
る）

11
（

。
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
寺
法
集
が
ま
だ
ま
と
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
寺
院
文
書
や
日
鑑
な
ど
に
収
録
さ
れ
た
成
文
化

さ
れ
た
寺
法
や
様
々
な
訴
訟
文
書
か
ら
読
み
取
れ
る
慣
習
法
と
し
て
の
不
文
の
寺
法
な
ど
を
個
々
に
調
べ
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
宗
派
・
寺
院
ご
と
の
寺
法
の
規
定
内
容
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
比
較
研
究
や
そ

れ
ぞ
れ
の
寺
法
の
近
世
を
通
じ
て
の
時
代
的
推
移
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
な
ど
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
人
の
研
究
者
の
手
に

よ
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
近
世
寺
法
の
解
明
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
す
る
研
究
者
に
よ
る
地
道
な
共
同
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
中
世
の
寺
法
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
黒
田
俊
雄
氏
を
中
心
と
す
る
研
究
を
例
示
す
る
ま
で
も

三
二
号
、
二
六
頁
お
よ
び
三
六
号
、
三
二
頁
。

（
11
）
高
柳
眞
三
、
石
井
良
助
『
御
触
書
寛
保
集
成
』（
第
三
刷
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
一
七
四
号
、
六
〇
九
頁
。

（
11
）
前
掲
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
四
巻
（
明
治
百
年
史
叢
書
第
二
五
九
巻
、
同
）「
享
保
七
年
諸
宗
法
度
書
」
八
頁
。

（
11
）
前
掲
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
二
一
〇
号
、
六
二
一
頁

（
11
）
東
京
大
学
法
制
史
資
料
室
所
蔵
『
寺
院
取
扱
御
下
知
留
』
下
（
請
求
番
号
：
甲
／
二
／
三
八
七
六
）。

（
11
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
の
『
寺
社
奉
行
所
手
留
』（
請
求
番
号
：
Ｇ
二
七
／
三
〇
二
）
第
二
冊
の
三
三
号
「
金
銭
貸
借

之
儀
ニ
付
大
概
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
新
発
田
市
立
図
書
館
所
蔵
『
寺
社
奉
行
指
令
纂
要
』（
請
求
番
号
：
政
／
一
八
／
六
一
／
五
／
一
）。

（
11
）
以
上
、「
序
説
」
第
二
章
第
一
節 「
幕
府
寺
院
関
係
法
」。

（
11
）
以
上
、「
序
説
」
第
二
章
第
二
節 「「
宗
派
寺
法
」
と
「
個
別
寺
法
」」。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
の
続
編
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
11
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
七
巻
：
近
世
篇
之
一
～
第
十
巻
：
近
世
篇
之
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
～
五
五
年
）。

（
11
）
以
上
、「
序
説
」
の
「
お
わ
り
に
」、
参
照
。
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な
く
、
そ
の
研
究
意
義
の
重
要
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
の
寺
法
に
つ
い
て
は
、「
序
説
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
辻
善
之
助

氏
に
始
ま
る
江
戸
幕
府
の
仏
教
統
制
と
い
う
長
く
続
い
た
通
説
の
枠
組
み
を
越
え
た
、
多
彩
か
つ
重
要
な
役
割
を
当
時
の
宗
派
・
寺
院
が

担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
中
世
に
比
べ
る
と
法
史
学
の
観
点
か
ら
の
研
究
意
義
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
現
存
す
る
寺
法
を
集
積
す
る
前
に
、
近
世
国
家
に
お
け
る
寺
法
、
さ
ら
に
は
近
世
社
会
に
お
け

る
寺
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
世
史
や
近
世
仏
教
史
の
研
究
史
を
整
理
す
る
形
で
『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
第
一
章
「
日
本
近
世
寺
法
研

究
序
説
」
で
こ
の
点
に
つ
い
て
論
究
し
た
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
説
明
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
問
題
か
ら
着
手
す
る
こ

と
が
近
世
寺
法
の
研
究
に
は
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
近
世
仏
教
を
支
え
る
諸
制
度
の
形
成
は
、
そ
の
基
礎
と
し
て
中
世
を
通
し
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
本
末
の
秩
序
や
寺
院
と
檀

家
の
関
係
を
幕
府
が
継
承
し
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
幕
府
は
寺
院
法
度
を
は
じ

め
と
す
る
様
々
な
法
令
を
発
布
し
、
ま
た
各
宗
派
・
寺
院
に
は
そ
れ
ぞ
れ
寺
法
の
制
定
を
認
め
て
、
こ
う
し
た
制
度
の
確
立
と
そ
の
永
続

化
を
図
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
幕
府
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
各
宗
派
・
寺
院
の
寺

法
の
概
要
に
つ
い
て
、『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
を
用
い
て
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
管
見
す
る
と
こ
ろ
、
近
世
の
寺
法
を
発

布
主
体
ご
と
に
、
最
も
豊
富
か
つ
体
系
的
に
収
録
し
た
刊
本
と
し
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
同
資
料
集
が
最
も
充
実
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
序
説
」
で
は
同
資
料
の
編
纂
方
針
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
の
第
７
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
江
戸
時
代
寺
法
集
」
は
、
概
要
で
は
あ
る
が
宗
派
を
越
え
て
寺
法
を
系
統
別

に
編
纂
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。
同
資
料
で
は
、
江
戸
時
代
の
寺
法
の
制
定
権
者
と
宛
所
と
の
関
係
か
ら
、「
目
次
」
１
の
「
序
説
」
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に
続
い
て
、
２
の
「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」、
３
の
「
本
山
本
寺
よ
り
特
定
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」、
４
の
「
本
山
本
寺
よ
り

一
般
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」、
５
の
「
僧
録
触
頭
よ
り
特
定
寺
院
に
下
し
た
る
も
の
」、
６
の
「
僧
録
触
頭
よ
り
一
般
配
下
に
下

し
た
る
も
の
」
に
分
け
て
当
時
の
寺
法
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
３
か
ら
６
の
寺
法
が
本
稿
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
宗
派
寺

法
」
で
あ
り
、
２
が
「
個
別
寺
法
」
に
該
当
す
る）

11
（

。

　

本
節
で
は
、「
序
説
」
で
考
察
し
た
「
幕
府
寺
院
関
係
法
」
に
対
応
す
る
、
各
宗
派
・
寺
院
側
の
借
金
銀
関
連
の
寺
法
を
概
観
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
、
年
代
順
に
各
宗
派
・
寺
院
の
寺
法
に
つ
い
て
論
述
し
よ
う
か
と
も
考
え
た
が
、
右
の
『
宗
教
制
度
調
査
資

料
』
の
編
纂
方
針
に
従
い
、
本
資
料
の
収
録
順
に
本
稿
に
関
係
す
る
寺
法
を
整
理
し
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、「
宗
派
寺
法
」、

「
個
別
寺
法
」
の
順
で
の
紹
介
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
は
じ
め
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
以
下
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
の
第
七
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
江
戸
時
代
寺
法
集
」
に
お
い
て

は
、
借
金
銀
寺
法
自
体
を
規
定
し
た
条
文
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
各
宗
派
・
寺
院
が
配
下
の
寺
院
・
僧
侶
に
対
す
る
秩
序
あ
る
支
配

の
た
め
に
定
め
た
寺
法
は
、
借
金
銀
に
関
す
る
寺
法
の
適
用
の
前
提
を
成
す
規
定
な
の
で
、
以
下
に
は
こ
れ
ら
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始

め
た
い
。

第
一
節
　「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」

　

は
じ
め
に
、「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」
と
し
て
、『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
七
巻
所
収
の
「
江
戸
時
代
寺
法
集
」
に
収
録
さ
れ

た
、「
三　
同
（
慶
長
）
十
三
年
正
月
二
十
四
日　

日
蓮
宗
立
本
寺
式
目
」
の
中
か
ら
三
つ
の
条
文
を
選
ん
で
紹
介
す
る
。

一　

於
満
山
衆
徒
違
背
住
持
之
義
成
敵
対
者
遂
評
議
可
有
衆
外
事）

11
（

、
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一　

衆
座
之
悪
口
諍
論
、
并
縦
雖
相
手
二
人
悪
口
諍
論
於
為
歴
然
者
一
箇
月
机）

11
（

、

一　

背
寺
法
族
、 

擯
罰
之
後
其
坊
跡
可
属
本
院
事）

11
（

、

　

こ
れ
ら
の
箇
条
で
は
、
一
山
の
僧
侶
が
住
持
や
寺
法
に
背
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
抵
触
し
た
場
合
は
処
罰
の
対
象
と
な
り
、

寺
院
か
ら
の
追
放
も
あ
り
得
る
こ
と
、
僧
侶
間
の
悪
口
・
諍
論
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　

詳
し
く
は
、
後
述
す
る
が
、「
序
説
」
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
幕
初
に
お
い
て
は
、「
幕
府
寺
院
関
係
法）

11
（

」
に
お
い
て
も
寺
院
・
僧
侶
の

借
金
銀
自
体
を
禁
じ
る
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
寺
院
内
の
上
下
関
係
の
維
持
や
寺
法
の
遵
守
、
僧
侶
間
の
争
い
や
僧
侶
処
罰
が
定
め
ら
れ

る
段
階
に
あ
っ
た
が
、
寺
院
・
僧
侶
が
徐
々
に
世
間
の
商
業
活
動
・
流
通
経
済
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
院
・
僧
侶
の

世
俗
化
し
た
振
る
舞
い
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
法
的
な
規
制
が
成
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
寺
領
・
財
産
の
質

入
れ
が
禁
じ
ら
れ
、
借
金
銀
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
各
宗
派
・
寺
院
の
寺
法
に
お
い
て
も
同
様
な
変
遷
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
同
じ
く
「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」
と
し
て
の
寺
法
「
一
三　
寛
政
九
年
九
月　

日　

新
義
真
言
宗
長
谷
寺
条
目
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一　

此
頃
者
寮
舎
へ
野
郎
子
共
徘
徊
之
沙
汰
相
聞
、
以
之
外
不
届
儀
候
、
自
今
以
後
野
郎
子
共
出
入
并
博
奕
之
儀
、
山
内
者
勿
論
、

於
山
外
茂
堅
令
停
止
訖
、
違
背
之
輩
者
可
為
追
放
事）

11
（

、

　

す
な
わ
ち
、
寺
院
の
関
係
者
外
の
世
俗
の
者
の
寮
舎
へ
の
出
入
り
や
寺
院
内
外
で
の
博
奕
が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
守
ら
な
い
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僧
侶
は
寺
院
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
序
説
」
で
述
べ
た
「
教
化
階
級
」
に
属
す
る
僧
侶
は
、
世
俗
の
者
の
模
範

に
な
る
こ
と
を
幕
府
か
ら
期
待
さ
れ
、
寺
院
は
一
つ
の
聖
域
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
寺
院
側
も
そ
れ
を
弁
え
て
い

た
の
で
こ
の
よ
う
な
寺
法
が
規
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」
と
し
て
の
寺
法
「
一
四　
享
和
二
年
八
月　

日　

真
言
宗
金
剛
寺
条
目
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一　

諸
寺
家
之
住
持
、
任
自
己
之
分
別
、
背
出
世
之
法
義
者
、
為
寺
中
之
老
僧
、
兼
日
可
加
異
見
不
然
者
、
可
属
同
罪
事）

11
（

、

　

こ
こ
で
は
一
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
と
し
て
も
出
家
と
し
て
の
法
義
、
す
な
わ
ち
一
宗
の
教
理
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
寺
内

の
老
僧
で
あ
っ
て
も
予
め
異
議
を
唱
え
諫
め
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
同
罪
と
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
条
文
の
締
め
括
り

の
奥
書
に
は
、

右
之
条
々
依
旧
章
修
飾
之
、
末
代
衆
徒
急
度
可
相
守
、
若
違
反
之
輩
者
、
速
可
処
厳
科
者
也
、
仍
而
定
書
如
件）

11
（

、

と
あ
る
。
末
代
の
衆
徒
に
い
た
る
ま
で
こ
の
寺
法
を
守
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
違
反
し
た
な
ら
速
や
か
に
厳
科
に
処
す
る
と
い
う
、
徹

底
し
た
寺
院
の
支
配
方
針
が
法
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
寺
院
に
お
い
て
も
同
様
の
方
針
が
採
ら
れ
て
い
る
事
例
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
寺
院
・
僧
侶
に
対
し
て
武
士
や
庶
民
か
ら
批
判
の
目
が
自
ら
に
集
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
各
宗
寺
院
は
前
も
っ
て
そ
の
内
部

の
秩
序
維
持
の
た
め
に
法
的
支
配
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
寺
院
自
ら
定
め
た
る
も
の
」
に
お
い
て
は
、
借
金
銀
自
体
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
各
宗
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寺
院
が
寺
院
・
僧
侶
に
対
し
て
厳
し
い
従
属
を
強
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
以
上
の
各
条
文
は
、
後
に
紹
介
す
る
、
寺
院
・
僧

侶
が
借
金
銀
を
行
う
場
合
の
手
続
や
大
借
の
禁
を
命
ず
る
た
め
に
準
拠
し
た
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　「
本
山
本
寺
よ
り
特
定
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」

　

次
に
、
こ
の
寺
法
と
し
て
は
、「
一
五　
慶
長
十
四
年
二
月
十
八
日　

真
言
宗
石
山
寺
条
目
」
の
次
の
規
定
か
ら
見
て
お
き
た
い
。

一　

衆
中
一
味
和
合
、
不
可
致
諍
論
付
、
大
小
諸
事
可
令
触
告
、
多
分
不
承
引
之
事
、
独
張
行
之
、
是
則
諍
論
不
和
合
之
基
也
、

能
々
留
心
可
慎
守
事）

11
（

、

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
僧
侶
た
ち
は
一
味
和
合
し
て
諍
論
し
な
い
よ
う
に
戒
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
一
八　
同
（
元
和
）
九
年
十
二
月　

天
台
宗
粉
川
寺
法
度
」
に
は
、

一　

坊
舎
売
買
停
止
之
事）

11
（

、

と
あ
り
、
元
和
九
年
の
寺
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
寺
院
の
坊
舎
売
買
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
江
戸
時
代
寺
法
集
」

に
載
せ
ら
れ
た
寺
法
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
で
は
他
に
例
の
な
い
具
体
的
な
取
引
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
初
に
お
い
て

早
く
も
坊
舎
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
も
し
く
は
行
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
こ
か
ら
は
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
が
、
僧
侶
た
ち
が
俗
世
間
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
世
相
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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続
く
、「
一
九　
寛
永
三
年
九
月
廿
八
日　

天
台
宗
金
山
寺
法
度
」
で
は
、

一　

為
末
寺
不
可
背
本
寺
之
命
事）

11
（

、

と
あ
り
、
何
に
お
い
て
も
末
寺
が
本
寺
の
命
令
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
二
二　
同
（
寛
永
）
二
十
年
三
月

四
日　

天
台
宗
千
妙
寺
法
度
」
に
も
、

一　

専
於
戒
法
、
総
而
不
可
背
本
寺
之
下
知
事）

11
（

、

と
、
主
に
戒
法
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
本
寺
の
下
知
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
二
〇　
同
（
寛
永
）
三
年
九
月　

天
台
宗
廬
山
寺
法
度
」
に
は
、

一　

背
天
下
之
法
度
族
、
寺
内
不
可
陰
置
、
付
、
不
伺
方
丈
、
無
実
正
者
、
不
可
致
宿
事）

11
（

、

と
あ
り
、「
天
下
之
法
度
」、
す
な
わ
ち
幕
府
法
に
背
い
た
者
を
寺
院
の
内
に
隠
し
置
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
続
く
「
二
一　
同
（
寛
永
）

十
九
年
十
一
月
十
七
日　

天
台
宗
円
通
寺
法
度
」
に
は
、

一　

企
徒
党
不
可
致
公
事
沙
汰
事）

11
（

、
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と
あ
り
、
徒
党
を
企
て
公
事
沙
汰
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
二
三　
同
（
寛
永
）
二
十
年
六
月　

日　

天
台
宗
阿
蘇
山
法
度
」
に
は
、　　
　
　
　
　
　

一　

背
国
司
之
制
法
不
可
致
私
検
断
事）

11
（

、

と
あ
っ
て
、
古
代
か
ら
の
地
方
制
度
の
ま
ま
の
規
定
の
よ
う
で
興
味
深
い
。
寺
法
が
前
時
代
の
法
制
を
踏
襲
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
端
無
く
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
二
九　
同
（
享
保
）
二
年
八
月
朔
日　

天
台
宗
西
養
寺
法
度
」

に
は
、一　

不
可
背
国
主
之
制
法
事）

11
（

、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
二
三
」
の
規
定
と
同
じ
く
、
こ
の
「
二
九
」
の
規
定
で
は
藩
法
違
反
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
二
六　
明
暦
四
年
二
月　

真
言
宗
金
剛
寺
式
」
の
第
一
三
条
は
、
寺
院
内
に
異
論
が
起
き
訴
訟
に
発
展
し
た
場
合
の
規
定

で
あ
る
が）

11
（

、
こ
こ
で
は
提
訴
か
ら
取
り
捌
き
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
詳

し
く
論
述
す
る
こ
と
は
控
え
る
。
寺
院
・
僧
侶
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
事
件
に
関
す
る
裁
判
権
、
裁
判
管
轄
お
よ
び
裁
判
手
続
に
つ
い
て

は
、
関
係
す
る
寺
法
を
広
く
探
し
て
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、「
本
山
本
寺
よ
り
一
般
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」
と
し
て
は
、「
四
四　
天
明
元
年　

真
宗
誠
照
寺
派
条
目
」
に
、

一　

僧
徒
は
正
直
に
し
て
、
公
事
訴
訟
随
分
可
相
慎
也）

11
（

、　　
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と
あ
り
、
借
金
銀
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
僧
侶
が
公
事
訴
訟
を
す
る
こ
と
自
体
を
慎
む
よ
う
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
目
に

は
、

一　

僧
分
は
平
日
大
酒
仕
間
敷
、
別
而
法
務
之
節
可
相
慎
事）

11
（

、

と
あ
り
、
僧
侶
の
平
日
の
大
酒
や
法
務
に
お
け
る
振
る
舞
い
ま
で
注
意
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
借
金
銀
に
関
す
る
規
定
の
あ

る
法
度
・
条
目
は
、「
本
山
本
寺
よ
り
一
般
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」
に
お
い
て
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
寺
院
・
僧
侶
が
世
俗
社

会
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
様
子
が
以
上
の
条
文
か
ら
窺
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
寺
院
・
僧
侶
に
よ
る
借
金
銀
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
寺
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
　「
僧
録
触
頭
よ
り
特
定
寺
院
に
下
し
た
る
も
の
」

　

こ
の
寺
法
と
し
て
は
、「
四
六　
慶
長
十
八
年
三
月
三
日　

曹
洞
宗
恵
倫
寺
定
」
に
、

一　

両
御
所
様
被
仰
出
曹
洞
宗
御
法
度
、
若
松
領
中
、
於
被
背
諸
山
者
、
堅
可
為
御
仕
置
事）

11
（

、

と
あ
り
、「
曹
洞
宗
御
法
度
」
の
遵
守
が
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
て
、「
四
八　
天
明
元
年
十
月　

時
宗
金
光
寺
定
」
に
は
、

一　

金
光
寺
に
て
建
立
修
復
等
之
儀
ニ
付
、
無
拠
致
借
財
候
儀
も
有
之
候
は
、
組
合
両
寺
よ
り
遂
吟
味
、
其
建
立
修
復
等
之
入
用
相

当
仕
候
金
高
ニ
候
は
、
両
寺
加
印
可
致
候
。
尤
其
段
日
輪
寺
江
両
寺
添
状
を
以
可
相
届
置
事）

11
（

、　          
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と
あ
り
、
寺
院
の
建
立
・
修
復
の
た
め
の
借
財
（
借
金
銀
）
で
あ
っ
て
も
、
組
合
の
両
寺
が
そ
の
内
容
を
吟
味
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な

相
当
の
金
高
で
あ
る
場
合
は
、
両
寺
が
加
印
を
し
、
そ
の
こ
と
を
時
宗
の
江
戸
触
頭
で
あ
る
日
輪
寺
へ
、
両
寺
が
添
状
を
も
っ
て
届
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
借
金
銀
と
は
明
確
に
名
指
し
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
借
金
銀
も
含
ま
れ
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
寺
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
序
説
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
各
宗
派
・
寺
院
の
僧
侶
が
庶
民
の
中
に

入
っ
て
自
由
な
布
教
を
行
う
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
来
の
宗
教
者
と
し
て
の
活
動
が
制
限
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
僧
侶
の

生
活
が
世
俗
に
流
さ
れ
て
華
美
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
寺
院
財
政
の
逼
迫
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
事
実
は
、
法
史
学
や
仏
教
史
の

研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
通
り
で
あ
る）

11
（

。
寺
院
・
僧
侶
が
行
っ
た
具
体
的
な
借
金
銀
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
た
の

で
参
照
さ
れ
た
い）

11
（

。

第
四
節
　「
僧
録
触
頭
よ
り
一
般
末
寺
に
下
し
た
る
も
の
」

　

こ
の
寺
法
と
し
て
は
、「
七
二　
元
文
二
年
三
月　

日　

曹
洞
宗
小
末
寺
掟
」
に
、

一　

諸
末
寺
不
可
違
背
本
寺
之
指
麾
事
、
附
平
日
同
門
之
参
会
守
和
合
僧
可
為
慇
懃
叮
嚀
事）

11
（

、

と
あ
り
、
本
寺
の
指
図
に
違
背
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
借
金
銀
に
つ
い
て
は
、「
六
四　
寛
永
元
年
八
月　

日　

新
義
真
言
宗
触
書
」
に
、

一　

寺
院
ニ
借
金
等
致
置
、
後
住
厄
客
（
害
カ
）ニ
不
可
仕
、
惣
而
寺
院
之
大
破
又
者
借
金
等
有
之
故
、
任
勝
手
不
相
応
之
住
持
を
茂
招
置
之
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由
其
聞
候
、
向
後
寺
不
及
大
破
不
致
借
金
之
様
、
常
々
可
有
其
覚
悟
、
但
寺
院
建
立
其
外
無
拠
借
金
之
儀
者
可
料
簡
事）

11
（

、

と
あ
り
、
寺
院
に
借
金
を
残
し
、
後
住
の
患
い
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
寺
院
の
大
破
や
借
金
な
ど
が
あ
る
故
に
、
勝
手
不
相
応
の

後
住
を
招
き
置
く
と
の
聞
こ
え
が
あ
る
。
今
後
、
寺
院
を
大
破
さ
せ
ず
、
借
金
を
し
な
い
よ
う
に
、
常
に
覚
悟
を
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

寺
院
建
立
や
そ
の
ほ
か
拠
無
い
借
金
は
取
り
計
ら
う
、
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、「
七
三　
寛
保
三
年
九
月
廿
三
日　

曹
洞
宗
触
書
」

に
は
、一　

府
内
寺
院
五
六
箇
寺
宛
之
組
合
立
置
、
善
悪
共
ニ
相
互
ニ
致
世
話
大
借
金
等
惣
而
不
如
法
之
儀
共
無
之
様
ニ
吟
味
教
喩
可
有
之

事）
11
（

、

と
あ
り
、
府
内
の
寺
院
に
は
組
合
を
作
っ
た
の
で
、
相
互
に
世
話
を
し
合
い
、
大
借
は
す
べ
て
不
如
法
な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な

い
よ
う
に
吟
味
し
て
教
喩
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
確
に
借
金
銀
に
関
す
る
寺
法
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
「
大
借
」
を
し
な
い
よ
う
に
厳
し
く
規
制
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

（
11
）
集
英
社
、
二
〇
一
五
年
。

（
11
）「
序
説
」、
七
六
頁
。「
序
説
」
は
横
書
き
で
発
表
し
た
の
で
、
数
字
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
た
。
な
お
、
４
の
「
本
山
本
寺
よ
り
一
般
末
寺
に
下

し
た
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
節
は
設
け
な
い
が
、
本
章
第
二
節
に
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
四
四　
天
明
元
年　

真
宗
誠
照
寺
派
条
目
」

を
紹
介
す
る
。

（
11
）
前
掲
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
七
巻
（
明
治
百
年
史
叢
書
第
二
六
二
巻
、
同
）「
江
戸
時
代
寺
法
集
」
二
六
頁
。

（
11
）
同
右
、
二
七
頁
。
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（
11
）
同
右
、
二
八
頁
。

（
11
）「
幕
府
寺
院
関
係
法
」、「
藩
寺
院
関
係
法
」、「
宗
派
寺
法
」、「
個
別
寺
法
」
と
は
、
筆
者
が
命
名
し
た
各
種
の
寺
法
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
序
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
七
巻
「
江
戸
時
代
寺
法
集
」、
四
五
頁
。

（
11
）
同
右
、
五
六
頁
。

（
11
）
同
右
。

（
11
）
同
右
、
五
八
頁
。

（
11
）
同
右
、
六
三
頁
。

（
11
）
同
右
、
六
四
頁
。

（
11
）
同
右
、
六
七
頁
。

（
11
）
同
右
、
六
五
頁
。

（
11
）
同
右
。
前
掲
の
「
二
二　
同
（
寛
永
）
二
十
年
三
月
四
日　

天
台
宗
千
妙
寺
法
度
」
に
も
一
字
一
句
違
わ
ぬ
同
じ
規
定
が
あ
る
。

（
11
）
同
右
、
六
九
頁
。

（
11
）
同
右
、
七
九
頁
。

（
11
）
同
右
、
七
五
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
〇
八
頁

（
11
）
同
右
。

（
11
）
同
右
、
一
二
二
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
二
六
頁
。

（
11
）『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
「
第
十
章 

幕
府
に
よ
る
寺
院
経
済
の
統
制
」、
参
照
。

（
11
）
拙
稿
「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
―
寺
院
借
金
銀
の
具
体
的
事
例
―
」『
創
価
法
学
』
第
五
二
巻
第
二
号
（
創
価
大
学
法
学
会
、
二
〇
二
二

年
）、
参
照
。

（
11
）
前
掲
『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
七
巻
「
江
戸
時
代
寺
法
集
」、
六
七
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
五
三
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
七
一
頁
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
筆
者
が
進
め
て
い
る
「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
」
の
「
総
論
」
部
分
の
第
一
論
文
と
し
て
執
筆
し
た）

11
（

。
前
稿
で
述
べ

た
よ
う
に
、
本
研
究
は
、「
序
論
」、「
本
論
」
の
「
総
論
」・「
各
論
」、「
結
論
」
と
い
う
構
成
で
近
世
の
借
金
銀
寺
法
を
体
系
的
に
考
察

す
る
こ
と
を
目
指
し
、
本
稿
は
そ
の
五
番
目
の
論
考
で
あ
る
が
、「
序
論
」
発
表
後
、
現
在
執
筆
中
の
「
本
論
」
以
降
の
各
論
考
に
つ
い

て
は
順
を
追
っ
て
執
筆
を
進
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
に
史
料
調
査
の
進
展
具
合
に
応
じ
て
、
ま
と
ま
り
が
で
き
た
テ
ー
マ
か
ら
形
に

し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
発
表
す
る
こ
と
の
で
き
た
論
考
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筆
者
は
執
筆
を
重
ね
な
が
ら
全
体
の
体
系
を
考

察
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
研
究
が
整
理
さ
れ
る
の
か
は
、
ま
だ
確
定
で
き
な
い
。
で
き
れ
ば
、
本
稿
の
「
は
じ

め
に
」
の
「
三
」
で
述
べ
た
研
究
計
画
に
沿
っ
て
完
成
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
探
し
出
せ
る
史
料
の
影
響
を
考
慮
す
る

と
、
ま
だ
研
究
全
体
の
構
成
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
、
本
稿
で
は
、「
序
説
」
に
続
く
「
本
論
」
の
「
総
論
」
部
分
の
最
初
に
位
置
付
け
る
た
め
に
、「
序
論
」
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理

し
、
必
要
な
補
足
を
行
っ
て
か
ら
、『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
本
研
究
に
関
係
し
た
「
宗
派
寺
法
」
お
よ
び
「
個

別
寺
法
」
の
主
要
な
条
文
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
借
金
銀
寺
法
の
形
成
に
至
る
ま
で
の
予
備
的

考
察
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

次
稿
に
お
い
て
は
、「
序
説
」
お
よ
び
本
稿
に
続
く
論
考
と
し
て
、
近
世
国
家
の
権
力
構
造
を
政
治
史
的
観
点
に
注
目
し
て
考
察
し
、

江
戸
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
統
合
政
体
下
に
あ
っ
て）

11
（

、
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
な
ぜ
宗
派
・
寺
院
に
寺
法

制
定
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
究
し
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
史
料
の
関
係
で
先
に

他
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
形
に
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

（
11
）
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
執
筆
し
て
き
た
「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
」
に
関
す
る
研
究
は
下
記
の
四
つ
の
論
考
で
あ
る
。
前
稿
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
メ
イ
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ン
タ
イ
ト
ル
に
し
て
き
た
「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
」
を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
本
稿
は
「
日
本
近

世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
」
の
（
五
）
と
な
る
。

・「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
―
寺
法
の
体
系
的
研
究
に
向
け
て
―
」『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
（
東
洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
二

二
年
）

・「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
―
〔
各
説
Ⅰ
〕
江
戸
：
浄
土
宗
増
上
寺
篇

―
」『
創
価
法
学
』
第
五
一
巻
第
三
号
（
創
価
大
学
法
学
会
、
二
〇

二
二
年
）

・「
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
―
寺
院
借
金
銀
の
具
体
的
事
例
―
」（『
創
価
法
学
』
第
五
二
巻
第
二
号
、
二
〇
二
二
年
）

・「
幕
府
法
と
寺
法
の
関
係
―
日
本
近
世
借
金
銀
寺
法
の
研
究
（
四
）
―
」（『
創
価
法
学
』
第
五
三
巻
第
一
号
、
二
〇
二
三
年
）

（
11
）
江
戸
時
代
を
「
統
合
政
体
」
と
理
解
し
た
の
は
石
井
良
助
氏
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
拙
著 

二
〇
〇
八
』
の
第
二
章
「
日
本
近
世
寺
法

研
究
序
説
」
第
三
節
の
註
３
、
参
照
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）
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